
第75回定時株主総会招集ご通知に際しての
法令および定款に基づくインターネット開示事項

連結計算書類の連結注記表

計算書類の個別注記表
（2021年４月１日から2022年３月31日まで）

「連結計算書類の連結注記表」および「計算書類の個別注記表」につきま
しては、法令および定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当
社ウェブサイト（https://www.eiwa-net.co.jp）に掲載することによ
り、株主の皆様に提供しております。



連 結 注 記 表

Ⅰ．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
１．連結の範囲に関する事項
全ての子会社を連結しております。

（１）連結子会社の数 ３社
（２）連結子会社の名称 双葉テック株式会社

英和双合儀器商貿（上海）有
限公司
東武機器株式会社

なお、非連結子会社はありません。

２．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、双葉テック株式会社、東武機器株式会社の決算日
は、連結決算日と一致しておりますが、英和双合儀器商貿（上海）有限
公司の決算日は12月31日であります。

３．会計方針に関する事項
（１）資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法（収
益性の低下による簿価切り下
げの方法）
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（２）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産 定率法を採用しております。

ただし、1998年４月以降に取
得した建物（建物附属設備は
除く）並びに2016年４月１日
以降に取得した建物附属設備
及び構築物については、定額
法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下の
とおりであります。
建物 ８～50年

② 無形固定資産
自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・
リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、
残存価額を零とする定額法を
採用しております。

（３）引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒
実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個々の債権の
回収可能性を勘案して回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、実際支給見込額の当
連結会計年度負担額を計上しております。
③ 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与に充てるため、実際支給見込額の当連
結会計年度負担額を計上しております。
④ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給
額を計上しております。
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（４）収益及び費用の計上基準
当社グループは、工業用計測制御機器、環境計測・分析機器、測
定・検査機器、産業機械等をユーザーへ販売（一部製造販売）する
ことを事業としております。当社の取り扱い商品には、システム、
商品、サービスといった複数の種類がありますが、これらの販売に
ついては、主に顧客により検収された時に収益を認識しております
（検収基準）。また、一部の商品については、収益認識に関する会計
基準の適用指針第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時に
収益を認識しております（出荷基準）。
顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代
理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先等
に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。
当社グループの取引に関する支払条件は、通常、短期のうちに支
払期日が到来し、契約に重要な金融要素は含まれておりません。

（５）その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
① 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年
度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準に
よっております。
数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員
の平均残存勤務期間以内の一定の年数（８年）による定額法によ
り按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理する
こととしております。
小規模企業等における簡便法の採用
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の
計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と
する簡便法を適用しております。

② 外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会
社等の資産、負債、収益及び費用は、決算日の直物為替相場によ

― 3 ―



り円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘
定に含めて計上しております。

③ ヘッジ会計の方法
ヘッジ会計の方法
為替予約が付されている外貨建金銭債権債務等については振当
処理を適用しております。
ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段・・・為替予約
ヘッジ対象・・・外貨建金銭債権債務等
ヘッジ方針
リスク管理方針に基づき、ヘッジ対象に係る為替相場の変動リ
スクを回避する目的で一定の範囲内で為替予約を行っております。
ヘッジの有効性評価の方法
為替予約の締結時にリスク管理方針に従い、為替予約を外貨建
金銭債権債務等に振当てることで、キャッシュ・フロー変動を完
全に相殺するものと想定されることから有効性の判定を省略して
おります。

Ⅱ．会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月
31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首
から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、
当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識す
ることとしております。なお、収益認識に関する会計基準の適用指針第
98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内販売にお
いて、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの
期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
また、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該
当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先等に支払う額を
控除した純額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項た
だし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首
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より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結
会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方
針を適用しております。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に
定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに行われた契約
変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会
計処理を行い、その累積的影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余金
に加減しております。
この結果、当連結会計年度の売上高は90,724千円減少し、売上総利
益、営業利益は16,200千円、経常利益及び税金等調整前当期純利益は
18,417千円それぞれ増加しております。また、利益剰余金の当期首残
高は22,612千円減少しております。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月
４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首
から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基
準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過
的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、
将来にわたって適用することとしております。なお、連結計算書類に与
える影響はありません。
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Ⅲ．収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社グループの主要な顧客との契約から生じる収益を品目別に分解し
た情報は、以下のとおりであります。

品目別売上高 金額（千円）

工業用計測制御機器 17,604,617

環境計測・分析機器 3,455,234

測定・検査機器 1,601,617

産業機械 14,716,651

顧客との契約から生じる収益 37,378,121

その他の収益 ―

外部顧客への売上高 37,378,121
上記収益は、主として一時点で充足される財となりますが、一部、一
定の期間にわたり充足されるサービスが含まれております。なお、一定
の期間にわたり充足されるサービスとして認識した金額は軽微でありま
す。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「３．会計方針に関する事項」の「（４）収益及び費用の計上基準」
に記載のとおりであります。

Ⅳ．表示方法の変更に関する注記
該当事項はありません。

Ⅴ．追加情報
該当事項はありません。
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Ⅵ．連結貸借対照表に関する注記
１．受取手形、売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権
及び契約資産の金額
受取手形 1,296,969千円
売掛金 12,638,148千円
契約資産 25,257千円

２．有形固定資産の減価償却累計額 1,477,154千円
（注）上記金額には、減損損失累計額を含めております。

３．流動負債のその他に含まれる契約負債の金額
前受金 565,156千円

Ⅶ．連結損益計算書に関する注記
該当事項はありません。

Ⅷ．連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 6,470,000株
２．剰余金の配当に関する事項
配当金支払額

決議 株式の種類 配当金
の総額

１株当た
り配当額 基準日 効力

発生日
2021年６月25日
定時株主総会 普通株式 215,179千円 34円 2021年

３月31日
2021年
６月28日

2021年11月８日
取締役会 普通株式 63,288千円 10円 2021年

９月30日
2021年
12月３日
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基準日が当連結会計年度に属する配当の内、配当の効力発生日が翌連
結会計年度になるもの

決議予定 株式の種類 配当金
の総額

１株当た
り配当額 基準日 効力

発生日
2022年６月28日
定時株主総会 普通株式 183,535千円 29円 2022年

３月31日
2022年
６月29日

（注）本配当金の原資は、利益剰余金であります。

Ⅸ．金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については安全性の高い金融資産による運
用に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しておりま
す。
受取手形及び売掛金、電子記録債権に係る顧客の信用リスクは、与信

管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、売掛金の一部に
は輸出取引に伴う外貨建てのものがあり、為替変動リスクに晒されてお
りますが、そのほとんどは、デリバティブ取引を利用してヘッジ取引を
目的とした為替予約取引を行っております。
また、有価証券及び投資有価証券は主として、株式と債券であり、主
に資金の運用及び取引先企業との関係の維持、強化を目的として保有し
ております。時価のあるものにつきましては、市場価格の変動リスクに
晒されており、四半期毎に時価の把握を行っております。
支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが１年以内の支
払期日であります。買掛金の一部につきましては、輸入取引に伴う外貨
建てのものがあり、為替変動リスクに晒されておりますが、そのほとん
どは、デリバティブ取引を利用してヘッジを行っております。
借入金は、主に運転資金の調達を目的としております。
また、デリバティブ取引はリスク管理方針に基づき、実需の範囲で行

うこととしております。
なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘ
ッジの有効性の評価方法等については、前述の「Ⅰ．連結計算書類の作
成のための基本となる重要な事項に関する注記等、３.会計方針に関す
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る事項、（５）その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事
項、③ヘッジ会計の方法」をご覧ください。

２．金融商品の時価等に関する事項
2022年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上
額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、
市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額40,434千円）は「その
他有価証券」には含めておりません。また、現金及び短期間で決済され
る金融商品については時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略
しております。

（単位：千円）
連結貸借対
照表計上額
（＊1）

時価（＊1） 差額

（１）投資有価証券
その他有価証券 772,385 772,385 －

（２）長期借入金（＊2） (600,000) (599,947) △52
（＊1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（＊2）１年内返済予定の長期借入金と長期借入金との合計であります。

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び
重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）

相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可

能なインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時

価
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（１）時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

区分
時価（単位：千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券
株式 436,775 ― ― 436,775
社債 ― 335,609 ― 335,609

（２）時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

区分
時価（単位：千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期借入金 ― 599,947 ― 599,947
（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
上場株式、社債は相場価格を用いて評価しています。上場株式は活発
な市場で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類してお
ります。一方で、当社グループが保有している社債は、市場での取引頻
度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時
価をレベル２の時価に分類しております。
長期借入金
時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に
想定される利率で割り引いて算定しており、レベル２の時価に分類して
おります。

Ⅹ．賃貸等不動産に関する注記
賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記は省略しております。

Ⅺ．１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 2,018円70銭
２．１株当たり当期純利益 168円61銭

― 10 ―



個 別 注 記 表

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．資産の評価基準及び評価方法
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式 移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却
原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法 先入先出法による原価法（収

益性の低下による簿価切り下
げの方法）

２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産 定率法を採用しております。

ただし、1998年４月以降に取
得した建物（建物附属設備は
除く）並びに2016年４月１日
以降に取得した建物附属設備
及び構築物については、定額
法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下の
とおりであります。
建物 ８～50年

（２）無形固定資産
自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法
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３．引当金の計上基準
（１）貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績
率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個々の債権の回収可能
性を勘案して回収不能見込額を計上しております。
（２）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、実際支給見込額の当事業
年度負担額を計上しております。
（３）役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与に充てるため、実際支給見込額の当事業年
度負担額を計上しております。
（４）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務
及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの
期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の
平均残存勤務期間以内の一定の年数（８年）による定額法により按分し
た額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

４．収益及び費用の計上基準
当社は、工業用計測制御機器、環境計測・分析機器、測定・検査機
器、産業機械等をユーザーへ販売（一部製造販売）することを事業とし
ております。当社の取り扱い商品には、システム、商品、サービスとい
った複数の種類がありますが、これらの販売については、主に顧客によ
り検収された時に収益を認識しております（検収基準）。また、一部の
商品については、収益認識に関する会計基準の適用指針第98項に定め
る代替的な取扱いを適用し、出荷時に収益を認識しております（出荷基
準）。
顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当す
る取引については、顧客から受け取る額から仕入先等に支払う額を控除
した純額で収益を認識することとしております。
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当社の取引に関する支払条件は、通常、短期のうちに支払期日が到来
し、契約に重要な金融要素は含まれておりません。

５．ヘッジ会計の方法
（１）ヘッジ会計の方法
為替予約が付されている外貨建金銭債権債務等については振当処理を
適用しております。
（２）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段・・・為替予約
ヘッジ対象・・・外貨建金銭債権債務等

（３）ヘッジ方針
リスク管理方針に基づき、ヘッジ対象に係る為替相場の変動リスクを
回避する目的で一定の範囲内で為替予約を行っております。
（４）ヘッジの有効性評価の方法
為替予約の締結時にリスク管理方針に従い、為替予約を外貨建金銭債
権債務等に振当てることで、キャッシュ・フロー変動を完全に相殺する
ものと想定されることから有効性の判定を省略しております。

６．退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計
算書類における会計処理の方法と異なっております。

Ⅱ．会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月
31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を当事業年度の期首から
適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識するこ
ととしております。なお、収益認識に関する会計基準の適用指針第98
項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内販売におい
て、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期
間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。ま
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た、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当
する取引については、顧客から受け取る額から仕入先等に支払う額を控
除した純額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項た
だし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より
前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度
の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用
しております。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方
法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更につい
て、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行
い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しており
ます。
この結果、当事業年度の売上高は103,817千円減少し、売上総利益、
営業利益は13,461千円、経常利益及び税引前当期純利益は15,678千円
それぞれ増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は20,817
千円減少しております。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月
４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当事業年度の期首から
適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な
取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来
にわたって適用することとしております。なお、計算書類に与える影響
はありません。

Ⅲ．収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、

「Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「４．収益及び費用
の計上基準」に記載のとおりであります。
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Ⅳ．表示方法の変更に関する注記
該当事項はありません。

Ⅴ．追加情報
該当事項はありません。

Ⅵ．貸借対照表に関する注記
１．有形固定資産の減価償却累計額 1,249,529千円
(注) 上記金額には、減損損失累計額を含めております。

２．保証債務
営業取引上の債務に対する保証債務
双葉テック㈱ 15,834千円
東武機器㈱ 95,919千円

３．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短期金銭債権 69,401千円
短期金銭債務 101,786千円

Ⅶ．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引による取引高
売上高 194,681千円
仕入高 235,107千円
その他の営業取引高 3,445千円
営業取引以外の取引高 596千円

Ⅷ．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末日における自己株式の種類及び株式数
普通株式 141,191株
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Ⅸ．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
賞与引当金 136,782千円
退職給付引当金 140,201千円
退職給付信託有価証券 63,666千円
投資有価証券等評価損 124,148千円
関係会社出資金評価損 44,870千円
貸倒引当金損金算入限度超過額 15,540千円
その他 99,059千円
繰延税金資産小計 624,269千円
評価性引当額 △221,326千円
繰延税金資産合計 402,943千円

繰延税金負債
買換資産圧縮積立金 12,424千円
その他有価証券評価差額金 31,452千円
繰延税金負債合計 43,876千円
繰延税金資産の純額 359,066千円

Ⅹ．１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 1,925円10銭
２．１株当たり当期純利益 123円82銭
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